
入  札  公  告 

 

 

 次のとおり公募型指名競争入札を実施するので公告する。 

 指名を希望する場合は、次により関係資料を提出すること。なお、入札参加申請が直ちに指名につな

がるものではない。 

 

 令和８年１月６日（火） 

                    那須塩原市長  渡辺 美知太郎 

 

 

１ 入札対象案件 

  案 件 番 号 ： ３２５２３８ 

  入札案件名 ： 令和８年度那須塩原市学習支援事業業務委託 

  履 行 場 所 ： 厚崎公民館ほか３か所 

    履 行 期 間 ： 令和 ８年 ４月 １日 ～ 令和 ９年 ３月３１日 

 

２ 業務概要   別紙仕様書のとおり 

  

３ 入札参加形態 単体 による参加 

             

４ 入札に参加するための資格 

  本案件に参加できる者は、入札参加申請書提出日現在において次に掲げる条件を全て満たしてい

る者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく那須塩原市の入札参加制限を受けてい

ないこと。 

（３）那須塩原市の令和７年度の入札参加資格を有している者であること。 

（４）那須塩原市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者は、開始手続の決

定後、那須塩原市入札参加資格再認定を受けていること。 

（６）次の要件を満足する者であること。 

 

   過去５年以内に同種類似業務の実績を有していること。 

 

 



５ 入札参加申請手続 

（１）本案件の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を提出し、

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

①【別記様式】公募型指名競争入札参加申請書 

②【様式１】 業務実績調書 

         ▶契約書（変更契約書を含む）及び仕様書の写しを添付すること 

（２）【別記様式】公募型指名競争入札参加申請書ほか必要な様式は、那須塩原市ホームページからダ

ウンロードすること。 

（３）申請書等の提出方法 

申請書等は、郵送により提出すること。如何なる理由があろうとも、提出期限を過ぎた場合に

は一切受け付けない。 

提 出 方 法：  郵送（普通郵便可、メール便不可） 

提 出 期 限：  令和 ８年 １月２１日（水）午後５時（必着） 

提 出 場 所：  〒３２５－８５０１ 

          栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２ 

          那須塩原市総務部契約検査課（那須塩原市役所 東庁舎２階） 

 

６ 設計図書及び質疑回答 

（１）設計図書閲覧 

   市ホームページからダウンロードすること。 

（２）本公告及び設計図書に関する質疑書 

   提 出 先 :  那須塩原市総務部契約検査課 

   提 出 方 法 :  ＦＡＸ 又は 電子メール 

            ※質疑書の様式については市ホームページからダウンロードすること。 

※電子メールで提出する場合は、事前に提出先に連絡すること。 

   提 出 期 限 :  令和 ８年 １月１５日（木）午前１０時まで 

   回 答 方 法 :  令和 ８年 １月１９日（月）午前１０時までに市ＨＰに掲載する。 

 

 

７ 入札参加の指名 

（１）指名通知日：  令和 ８年 ２月 ３日（火）発送予定 

（２）通 知 方 法：  参加申請者のうち「４ 入札に参加するための資格」を満たす者について 

郵送で指名通知書を送付する。 

 

８ 入札実施予定日等 

（１）日 時：  令和 ８年 ２月１８日（水）※指名通知の際に時間を指定する 

（２）入 札 方 法：  郵便入札 

（３）開 札 場 所：  那須塩原市役所 東庁舎 ９０２会議室 

 



（４）入札保証金：  免除 

（５）契約保証金：  免除 

 

９ 発注担当課等 

（１）入札担当課：  総務部契約検査課 

（２）発注担当課：  保健福祉部生活福祉課 

 

１０ 問合せ先 

   那須塩原市総務部契約検査課契約係（那須塩原市役所 東庁舎２階） 

   Ｔ Ｅ Ｌ：０２８７-６２-７１１４ 

   Ｆ Ａ Ｘ：０２８７-６２-７１８４ 

      メールアドレス：keiyakukensa@city.nasushiobara.tochigi.jp 


